
手  続  き  が  必  要  で  す ！  児 童 手 当 拡 充

必 要 書 類

申 請 場 所

時 間

申 請 期 間 ８ 月 ２ ０ 日 （ 火 ） ～ ９ 月 ３ ０ 日 （ 月 ）

8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 0 0 （ 1 2 ： 0 0 ～ 1 3 ： 0 0 土 日 ・ 祝 日 を 除 く ）

福 祉 課 こ ど も 家 庭 係

• 健 康 保 険 証 （ 父 ・ 母 ・ 児 童 ） • 学 生 証 （ 児 童 ） • マ  イ  ナ  ン  バ  ー （  父 ・ 母 ・ 児  童  ）

令 和 ６ 年 度  就 学 援 助 の 申 請 に つ い て

お  問  い  合  わ  せ ： 学  校  教  育  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 9

お 問 い 合 わ せ ： 福 祉 課 こ ど も 家 庭 係 ☎ 9 6 6- 1 2 0 7

※ 令 和 ５ 年 度 に 認 定 さ れ た 世 帯 で も 、 新 た に 申 請 す る 必 要 が あ り ま す 。

　 恩 納 村 で は 、 経 済 的 な 理 由 に よ り お 子 さ ん の 就 学 に つ い て お 困 り の 保 護 者 に 対 し 、 学 校 生 活 で

必 要 な 費 用 の 一 部 を 援 助 す る 事 業 を 行 っ て い ま す 。

　 申 請 を 希 望 す る 方 は 、 学 校 ま た は 教 育 委 員 会 で 申 請 書 を 受 け 取 り 、 必 要 書 類 を 提 出 し て く だ

さ い 。

対 象 者

申 請 期 間 随 時 受 付 ※ ９ 月 申 請 分 ま で は ４ 月 １ 日 認 定

そ れ 以 降 は 翌 月 認 定 と な り ま す 。（ 例 ： １ ０ 月 １ 日 申 請 ▶ １ １ 月 １ 日 認 定 ）

令 和 ６ 年 ４ 月 に 小 学 １ 年 生 ～ 中 学 ３ 年 生 に な る 児 童 生 徒 の 保 護 者

詳 し く は 、 学 校 教 育 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

詳 細 は 村 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。

令 和 6 年 1 0 月 分 （ 1 2 月 支 給 分 ） よ り 、 児 童 手 当 制 度 の 内 容 が 変 わ り ま す 。

● 所 得 制 限 の 撤 廃

● 高 校 生 年 代 ま で 支 給 期 間 対 象 の 延 長

● 多 子 加 算 （ 第 ３ 子 以 降 の 児 童 ） に 係 る 支 給 額 を 月 額 3 0, 0 0 0 円 と す る 拡 充

　 ま た 、 児 童 手 当 の 支 払 月 を 年 ３ 回 か ら 、 隔 月 （ 偶 数 月 ） の 年 ６ 回 と し 、 拡 充 後 の 初 回 の 支 給 が

令  和 ６ 年 １ ２ 月  と  な り ま  す  。

　 現 在 、 中 学 生 以 下 の 児 童 を 扶 養 し 、 児 童 手 当 を 受 給 し て い る 方 は 、 同 居 の 高 校 生 年 代 の 児 童

の 申 請 は 必 要 あ り ま せ ん 。

申 請 が 必 要 な 方

❶ 中 学 生 年 代 以 下 の 児 童 の 扶 養 を し て お ら ず 、 高 校 生 年 代 の 児 童 の み を 扶 養 し て い る 場 合

❷ 受 給 資 格 者 が 所 得 上 限 限 度 額 超 過 に よ り 特 例 給 付 の 支 給 対 象 外 で あ る 場 合

❸ 新 た に 多 子 加 算 の 算 定 対 象 と な る 1 8 歳 年 度 末 以 降 2 2 歳 年 度 末 ま で の 子 と 高 校 生 年 代 ま で の

　 児 童 の 合 計 人 数 が 3 人 以 上 の 方

※ 児 童 に 対 し 監 護 に 相 当 す る 日 常 生 活 上 の 世 話 及 び 必 要 な 保 護 を し て い る こ と

※ 児 童 に 対 し 生 活 費 の 相 当 部 分 を 負 担 し て い る こ と

※ 保 護 者 の 健 康 保 険 に 加 入 し て い る こ と
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